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別途
積立金

繰越利益剰
余金

－

会計方針の変更による
累積的影響額

△ 161 △ 161

－

剰余金の配当 △ 522 △ 522

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 △ 15 △ 15

自己株式処分差損の振替 △ 15 △ 15

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ － － － － －

－

△ 2,346 △ 2,027 △ 793 △ 2,821

会計方針の変更による
累積的影響額

△ 161 △ 161

△ 2,346 △ 2,027 △ 793 △ 2,821

剰余金の配当 △ 522 △ 522

当期純利益

自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0

自己株式の処分

自己株式処分差損の振替 － －

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△ 8,652 △ 50 △ 8,702 △ 8,698

△ 8,652 △ 50 △ 8,702 △ 6,051

△ 2,311 △ 10,680 △ 843 △ 11,523

利益剰余
金合計

会計方針の変更を反映した
当期首残高

評価・換算差額等

新株
予約権

評価・換
算差額等

合計

土地再評
価差額金

資本
準備金

利 益 剰 余 金

その他資
本剰余金

その他有
価証券評
価差額金

会計方針の変更を反映した
当期首残高

当期変動額合計

当期変動額

当期首残高

利益
準備金

株主資本

資本剰余金

当期末残高

そ の 他 利 益 剰 余 金
資本剰余
金合計

第１１９期（　　  　　　　 　　　）株主資本等変動計算書

資本金

当期末残高

純資産
合計自己

株式

当期変動額合計

株主資本
合計

当期変動額

当期首残高

株 主 資 本

２０２１年４月 １日から
２０２２年３月３１日まで
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
重要な会計方針

商品有価証券の評価基準及び評価方法 
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

有価証券の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）

また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年～50年
その他 4年～20年

無形固定資産（リース資産を除く）

リース資産

引当金の計上基準
貸倒引当金

破綻先 ：
実質破綻先 ：
破綻懸念先 ：

要管理先 ：

要注意先 ：

正常先 ：

賞与引当金

役員賞与引当金

　正常先に対する債権については主として今後１年間の予想損失額を見込んで計上しております。ま
た、要管理先に対する債権については主として今後３年間の、その他の要注意先に対する債権について
は主として今後１年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は１年間又は３年間の貸
倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見
込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して、３年間の貸倒実績を基礎
とした貸倒実績率の一定期間における平均値に基づき決定した予想損失率を乗じて計上しております。
なお、大口の破綻懸念先に対する債権については、債務者ごとの回収可能性を見積り、予想損失率に基
づき算定した貸倒引当金に対して必要と認められる追加的な引当額を計上しております。破綻先に対す
る債権及び実質破綻先に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込
額及び保証による回収可能見込額を控除し、残額を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定
を実施しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び
保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して
おり、その金額は3,485百万円であります。

 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり
計上しております。

破産、特別清算等、法的又は形式的に経営破綻の事実が発生している債務者
破綻先と実質的に同等の状況にある債務者
現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ
る債務者
要注意先のうち債権の全部または一部が要管理債権（貸出条件緩和債権及び三月以
上延滞債権）である債務者
貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調ないし不安定または財務内容に
問題があるなど、今後の管理に注意を要する債務者
業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者

　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並び
に2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内
における利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資
産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リー
ス契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

  賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当
事業年度に帰属する額を計上しております。

　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当
事業年度に帰属する額を計上しております。

個別注記表

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・
子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法
（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法
により行っております。
  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
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退職給付引当金

過去勤務費用 ：

数理計算上の差異 ：

睡眠預金払戻損失引当金

偶発損失引当金

収益の計上方法
顧客との契約から生じる収益の計上基準

ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

(会計方針の変更)
（収益認識に関する会計基準等の適用）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これにより、従来、時価を把握することが
極めて困難と認められ、債務保証に準じて処理していたクレジット・デリバティブについて時価評価を行っ
ておりますが、当事業年度の計算書類に与える影響は軽微であります。

　ただし、嘱託・臨時従業員への退職給付については、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退
職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　これにより、従来、対価の受領時点を基準に収益を認識していた一部の手数料等（主として役務取引等収
益に計上）については、顧客との契約における財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足
した時点で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が161百万円減少し、その他負債が232百万円、繰延税金資産が
70百万円それぞれ増加しております。また、当事業年度の計算書類に与える影響は軽微であります。

　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込
額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過
去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

　睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失
に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）によ
る定額法により損益処理

顧客との契約から生じる収益については、以下の５ステップに基づき収益を認識しております。

　顧客との契約から生じる収益のうち、投資信託の販売等に係る手数料収入等については、財又はサー
ビスの提供完了時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。また、カード年
会費収入等、サービス提供期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収
益を認識しております。
　なお、これらの収益には重大な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。

各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10
年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処
理

　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金見込額を計上して
おります。
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（重要な会計上の見積り）
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりです。

当事業年度に係る計算書類に計上した額
貸倒引当金 11,308百万円

識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当行は、債務者の財務情報や入手可能な外部情報等に基づき、債務者ごとにその債務者区分（正常先、要
注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先）を決定し、「重要な会計方針」の「5．引当金の計
上基準 (1)貸倒引当金」に記載した算出方法により貸倒引当金を計上しております。

  債務者区分は、貸出先の財務情報等をもとに定例及び随時の見直しを行っておりますが、業績不振や財
務的な困難に直面している貸出先の債務者区分は、貸出先の経営改善計画の合理性及び実現可能性につい
ての判断に依存している場合があります。
　経営改善計画の合理性及び実現可能性の判断の前提となる貸出先を取り巻く経営環境等の変化により、
翌事業年度において貸倒引当金は増減する可能性があります。
　従来、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）（以下、当該感染症という）の感染拡大に伴う経済への
影響は、当該感染症のワクチン接種や治療薬の普及が進むなか、感染拡大状況の緩やかな収束と、経済の
緩やかな回復の想定時期を当事業年度末と想定しておりました。
　当事業年度末においても、新たな変異株の発生による感染再拡大の懸念は依然続いており、翌事業年度
においてもワクチン接種等の効果による感染縮小と、変異株の発生による感染再拡大の傾向は当面続くも
のと想定しておりますが、医療体制の充実と重傷者・死者の減少傾向とともに、経済的な影響は縮小して
いくものと想定しております。
　ただし、一部の業種において、貸出先の財務内容の悪化が一定期間継続するものと想定しており、その
想定の範囲内で貸出金等の信用リスクに影響があるとの仮定に基づいて、債務者区分を決定し貸倒引当金
を計上しております。
　また、当該感染症の感染拡大に伴う影響により、特定の貸出先において、将来の財務状況に重要な影響
を及ぼす可能性が認められることから、当該影響を見積り、予想損失率の必要な修正を行い、当事業年度
末において貸倒引当金を2,001百万円計上しております。これらの見積りの前提となる状況が変化した場合
には、翌事業年度において貸倒引当金は増減する可能性があります。
　なお、当該感染症の広がり方や収束時期、特定の貸出先に対する影響等に関しては、参考となる前例や
統一的な見解がないため、一定の仮定を置いたうえで、入手可能な外部及び内部情報に基づき最善の見積
りを行っております。

（貸倒引当金）

①算出方法

②主要な仮定及び翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
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注記事項
（貸借対照表関係）

関係会社の株式及び出資金総額 百万円
　銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 百万円
危険債権額 百万円
要管理債権額 百万円
　三月以上延滞債権額 百万円
　貸出条件緩和債権額 百万円
小計額 百万円
正常債権額 百万円
合計額 百万円

担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

預け金 百万円
有価証券 百万円
貸出金 百万円
その他の資産 百万円

担保資産に対応する債務
預金 百万円
借用金 百万円

また、その他の資産には、保証金713百万円が含まれております。

債権は貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証
しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに
限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計
上されるものであります。

　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、377,561百万円であります。このうち契約残存期
間が1年以内のものが340,797百万円あります。

　上記のほか、為替決済等の取引の担保としてその他の資産13,500百万円、手形交換所差入保証金として
その他の資産3百万円を差し入れております。

　手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認
会計士協会業種別委員会実務指針第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入
れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有してお
りますが、その額面金額は4,342百万円であります。

  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の
事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に
従った 債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ず
る債権に該当しないものであります。
  三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破
産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
  貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払
猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及び
これらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
  正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれら
に準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であり
ます。
  なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（表示方法の変更）
　「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年１月24日内閣府令第３号）が2022年３月31
日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措
置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに
は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資
の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において
必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基
づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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再評価を行った年月日
1999年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

有形固定資産の減価償却累計額　 百万円
有形固定資産の圧縮記帳額　 百万円

ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容

①有形固定資産
主として、事務機器等であります。

②無形固定資産
ソフトウェアであります。

(2)リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 百万円
関係会社に対する金銭債権総額 百万円
関係会社に対する金銭債務総額 百万円

（損益計算書関係）
関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 百万円
役務取引等に係る収益総額  　 百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 百万円

関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 百万円
役務取引等に係る費用総額 百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 百万円

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める「地価税
法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定
めて公表した方法により算定した価額」に奥行価格補正及び時点修正等合理的な調整を行って算出して
おります。

　土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額のうち評価差益に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負
債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して
おります。

　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行
の保証債務の額は20,697百万円であります。

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用
土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　　5,270百万円
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関連当事者との間の取引
(1)親会社及び法人主要株主(会社等に限る。)等

該当ありません。
(2)子会社・子法人等及び関連法人等

(単位：百万円)

(注)

(3)兄弟会社等
該当ありません。

(4)役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。）等
(単位：百万円)

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付の取引金額は、期中平残を記載しております。
当行取締役頭取黒本淳之介の近親者が議決権の過半数を所有しております。
当行取締役亀岡晶子の近親者が議決権の過半数を所有しております。

－

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

科目
関連当事
者との関
係

資金の貸付

被所有
直接-％

会社等の名
称又は氏名

資本金又
は出資金
(百万円)

議決権等
の所有

(被所有)割合
種類

役員 亀岡晶子

資金の貸付につきましては、市場金利等を勘案して利率等の取引条件を合理的に決定してお
ります。

被所有
直接-％

融資先
資金の貸付

利息の受取

貸出金

当行の住宅ローン等に対する保証を受けております。保証条件は、商品ごとに保証対象の住宅ロー
ン等の信用リスク等を勘案し、決定しております。取引金額は、当事業年度末の保証残高を記載し
ております。

所有
直接49.7％
間接50.3％

関連当事
者との関
係

保証
取引
関係

子会社
株式会社
とちぎんリーシング

当行住宅
ローン等の
保証取引

会社等の名称 科目種類 取引金額取引の内容

利息の受取

期末残高
議決権等の
所有(被所
有)割合

－

資金の貸付

被所有
直接0％

当行
取締役

融資先
資金の貸付

取引の内容
(注1)

期末残高

貸出金

利息の受取

貸出金

貸出金

利息の受取

融資先

－

アルプス設
備工業株式
会社
（注3）

貸出金

被所有
直接-％

株式会社
武尊
（注4）

被所有
直接-％

役員の
近親者

亀岡晶子の
近親者

資金の貸付

利息の受取

融資先

弁護士法人
ほたか総合
法律事務所
（注4）

取引金額
(注2)

－
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減損損失
当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。
（グルーピングの方法）

（減損損失を認識した資産または資産グループ）

百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円

（減損損失の認識に至った経緯）

（回収可能価額）

（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

自己株式
普通株式 (注)1
合計

(注)

（有価証券関係）

 売買目的有価証券（2022年3月31日現在)

満期保有目的の債券（2022年3月31日現在)
該当事項はありません。

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2022年3月31日現在)

子会社・子法人等株式
関連法人等株式

(注)

子会社・子法人等株式
関連法人等株式

－

減少株式数増加株式数

－

上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

－

普通株式の株式数の減少78千株は、新株予約権の権利行使による減少であります。

－

(百万円)

合計

（百万円）
差額時価

地域 減損損失種類

営業用店舗1ヵ所

東京都内 営業用店舗1ヵ所

茨城県内 営業用店舗1ヵ所

群馬県内

　店舗統廃合等及び保養所の売却方針の決定、また営業キャッシュ・フローの低下により、帳簿価額
を回収可能額まで減額し、当該減少額1,113百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

当事業年度末

埼玉県内

（百万円） （百万円）
－－

栃木県内 営業用店舗2ヵ所、保養所2ヵ所

　営業用店舗は原則として営業店単位で、遊休資産は各々個別に1単位としてグルーピングを行ってお
ります。また、本部、研修所、寮社宅、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出
さないことから共用資産としております。

貸借対照表計上額

－

（百万円）

貸借対照表計上額

△0売買目的有価証券

当事業年度の損益に含まれた評価差額

－

営業用店舗2ヵ所

摘要

　貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含ま
れております。

株式数
当事業年度

自己株式のうち普通株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取0千株によるものであります。

合計 －
－

合計

当事業年度

－

　回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、路線価等を基準に土地
の形状等に応じた価額の調整を行い評価した額又は不動産鑑定評価基準に準じた方法により算出した
評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。

当事業年度

土地・建物・その他の無形固定資産

土地・建物
土地・建物
土地・建物
土地・建物

－

期首株式数
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その他有価証券（2022年3月31日現在)

株式
債券

国債
地方債
社債

その他
外国証券
その他の証券

株式
債券

国債
地方債
社債

その他
外国証券
その他の証券

(注)上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額

非上場株式
組合出資金
合計

当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。

保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。

当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

減損処理を行った有価証券

当事業年度における減損処理額は、128百万円（うち、株式128百万円）であります。

取得原価

小計

計上額
差額

△ 15,441
△ 17,643

△ 3,877

（百万円)
売却損の合計額

（百万円)
売却益の合計額

－ －

貸借対照表計上額
（百万円）

合計

△ 8
△ 11,327

△ 1,255
△ 444

（百万円）

△ 5,577

△ 11,336

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの

（百万円）

（百万円)

　組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号
2021年6月17日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

合計

△ 729

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの

－

　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について当事業年度末日
における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合、また、30％以上50％未満下落した銘柄につい
ては、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断しております。なお、資産の自己査定
における有価証券の発行会社が破綻懸念先以下の場合には時価が取得原価に比べ下落した有価証券につ
いて減損処理を実施しております。

－

　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証
券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認めら
れないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の
損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。

小計

売却額

種類
（百万円）

貸借対照表

－
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（金銭の信託関係）
その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)（2022年3月31日現在)

(注)

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 百万円
貸倒引当金 百万円
退職給付引当金 百万円
賞与引当金 百万円
減価償却費 百万円
固定資産減損 百万円
有価証券償却 百万円
未払事業税 百万円
その他有価証券評価差額金 百万円
その他 百万円

繰延税金資産小計 百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 百万円
評価性引当額小計 百万円
繰延税金資産合計 百万円
繰延税金負債
繰延税金負債合計 百万円
繰延税金資産の純額 百万円

（収益認識関係)

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額　　 円 銭
１株当たりの当期純利益金額　　 円 銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　 円 銭

（ストック・オプション等関係）
ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名は次のとおりであります。
営業経費 百万円

－

△ 3,286

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

差額

その他の金銭の
信託

(百万円)

－

　「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないも
の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

(百万円)(百万円)

－

(百万円）

取得原価
うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

△ 3,286

－

貸借対照表
計上額

(百万円)

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　3.注記事項（収益認
識関係）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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ストック・オプションの規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容

当行取締役 名 当行取締役 名 当行取締役 名

付与日

2012年7月18日～ 2013年7月18日～ 2014年7月16日～
2042年7月17日 2043年7月17日 2044年7月15日

当行取締役 名 当行取締役 名 当行取締役 名

付与日

2015年7月15日～ 2016年7月16日～ 2017年7月15日～
2045年7月14日 2046年7月15日 2047年7月14日

当行取締役 名 当行取締役 名 当行取締役 名

付与日

2018年7月14日～ 2019年7月13日～ 2020年7月14日～
2048年7月13日 2049年7月12日 2050年7月13日

当行取締役 名

付与日

2021年7月15日～
2051年7月14日

(注)株式数に換算して記載しております。

権利行使期間

株式の種類別のストッ
ク・オプションの付与数
（注）

普通株式

2021年7月14日

権利確定条件
権利確定条件は定め
ていない。

対象勤務期間
対象勤務期間は定め
ていない。

付与対象者の区分及び人数

株

株

株式会社栃木銀行
第6回新株予約権

対象勤務期間は定め
ていない。

2013年7月17日

株普通株式

権利確定条件は定め
ていない。

2016年7月15日

権利行使期間

権利確定条件は定め
ていない。

株

権利行使期間

対象勤務期間

2015年7月14日

2014年7月15日

権利確定条件は定め
ていない。

株式の種類別のストッ
ク・オプションの付与数
（注）

株式会社栃木銀行
第2回新株予約権

株 株

株

対象勤務期間
対象勤務期間は定め
ていない。

対象勤務期間は定め
ていない。

付与対象者の区分及び人数

普通株式

株式会社栃木銀行
第4回新株予約権

権利行使期間

株

株

株式会社栃木銀行
第7回新株予約権

権利確定条件

株式の種類別のストッ
ク・オプションの付与数
（注）

対象勤務期間

2020年7月13日

株式会社栃木銀行
第10回新株予約権

普通株式

普通株式

対象勤務期間は定め
ていない。

2017年7月14日

対象勤務期間は定め
ていない。

権利確定条件は定め
ていない。

権利確定条件

普通株式

権利確定条件は定め
ていない。

2019年7月12日

対象勤務期間は定め
ていない。

2012年7月17日

株式の種類別のストッ
ク・オプションの付与数
（注）

権利確定条件

株式会社栃木銀行
第1回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

権利確定条件は定め
ていない。

2018年7月13日

普通株式

権利確定条件は定め
ていない。

権利確定条件は定め
ていない。
対象勤務期間は定め
ていない。

対象勤務期間は定め
ていない。

株式会社栃木銀行
第9回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

株

権利確定条件は定め
ていない。

対象勤務期間は定め
ていない。

株式会社栃木銀行
第8回新株予約権

株式会社栃木銀行
第5回新株予約権

普通株式

普通株式

株式会社栃木銀行
第3回新株予約権

普通株式
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(2)ストック・オプションの規模及びその変動

①ストック・オプションの数

権利確定前
期首 株 株 株
付与 ― ― ―
失効 ― ― ―
権利確定 ― 株 株
未確定残 株 株 株

権利確定後
期首 ― ― ―
権利確定 ― 株 株
権利行使 ― 株 株
失効 ― ― ―
未行使残 ― ― ―

権利確定前
期首 株 株 株
付与 ― ― ―
失効 ― ― ―
権利確定 株 株 株
未確定残 株 株 株

権利確定後
期首 ― ― ―
権利確定 株 株 株
権利行使 株 株 株
失効 ― ― ―
未行使残 ― ― ―

権利確定前
期首 株 株 株
付与 ― ― ―
失効 ― ― ―
権利確定 株 株 株
未確定残 株 株 株

権利確定後
期首 ― ― ―
権利確定 株 株 株
権利行使 株 株 株
失効 ― ― ―
未行使残 ― ― ―

権利確定前
期首 ―
付与 株
失効 ―
権利確定 ―
未確定残 株

権利確定後
期首 ―
権利確定 ―
権利行使 ―
失効 ―
未行使残 ―

株式会社栃木銀行
第10回新株予約権

株式会社栃木銀行
第6回新株予約権

株式会社栃木銀行
第8回新株予約権

株式会社栃木銀行
第9回新株予約権

株式会社栃木銀行
第2回新株予約権

株式会社栃木銀行
第1回新株予約権

株式会社栃木銀行
第7回新株予約権

株式会社栃木銀行
第5回新株予約権

株式会社栃木銀行
第4回新株予約権

株式会社栃木銀行
第3回新株予約権

　当事業年度（2022年3月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
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②単価情報

権利行使価格 円 円 円
行使時平均株価 ― ― ―

権利行使価格 円 円 円
行使時平均株価 ― ― ―

権利行使価格 円 円 円
行使時平均株価 ― ― ―

権利行使価格 円
行使時平均株価 ―

(注) 1株当たりに換算して記載しております。

ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1)使用した評価技法　ブラック・ショールズ・モデル式
(2)主な基礎数値及び見積方法

株式会社栃木銀行第10回新株予約権
株価変動性 （注） ％
予想残存期間 （注） 年
予想配当 （注） /株
無リスク利子率 （注） ％

(注）　　　

4　予想残存期間に対応する日本国債の利回りを採用しております。

ストック・オプションの権利確定数の見積方法

株式会社栃木銀行
第3回新株予約権

株式会社栃木銀行
第9回新株予約権

円

円

株式会社栃木銀行
第5回新株予約権

株式会社栃木銀行
第10回新株予約権

円

付与日における公正な評
価単価

円

円

株式会社栃木銀行
第4回新株予約権

円

付与日における公正な評
価単価

円

株式会社栃木銀行
第7回新株予約権

株式会社栃木銀行
第8回新株予約権

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採
用しております。

3　2021年3月期の配当実績によっております。

株式会社栃木銀行
第1回新株予約権

株式会社栃木銀行
第2回新株予約権

円

株式会社栃木銀行
第6回新株予約権

2　当行取締役の任期に基づき見積っております。

付与日における公正な評
価単価

5.0円

円

　当事業年度において付与された株式会社栃木銀行第10回新株予約権についての公正な評価単価の見積方
法は以下のとおりであります。

△ 0.132

付与日における公正な評
価単価

円

1　割当日前営業日（2021年7月13日）から予想残存期間（2.01年）に相当する過去104週分の当
　 株価より算出したヒストリカル・ボラティリティを採用しております。
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(単位：百万円）

△ 2,346

△ 248 △ 248

△ 2,346

剰余金の配当 △ 522 △ 522

自己株式の取得 △ 0 △ 0

自己株式の処分 △ 15

△ 15

当期末残高 △ 2,311

△ 2,022 △ 793 △ 1,547

△ 248

△ 2,022 △ 793 △ 1,547

剰余金の配当 △ 522

自己株式の取得 △ 0

自己株式の処分

△ 8,653 △ 50 △ 93 △ 8,796 △ 8,586

△ 8,653 △ 50 △ 93 △ 8,796 △ 5,410

当期末残高 △ 10,676 △ 843 △ 10,344

当期変動額合計

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

親会社株主に帰属する
当期純利益

自己株式処分差損の振替

土地再評価差額金の取崩

非支配
株主持分

純資産
合計

その他
有価証券

評価差額金

土地再評
価差額金

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益

累計額合計

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株

予約権

                               連結株主資本等変動計算書

会計方針の変更による累積的
影響額

当期変動額

親会社株主に帰属する
当期純利益

自己株式処分差損の振替

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計

株 主 資 本

資本金 自己株式
株主資本
合計

資本
剰余金

利益
剰余金

会計方針の変更を反映した
当期首残高

会計方針の変更を反映した
当期首残高

当期変動額

当期首残高
会計方針の変更による累積的
影響額

当期首残高

２０２１年４月 １日から 

２０２２年３月３１日まで 
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
１．連結計算書類の作成方針

連結の範囲に関する事項
① 連結される子会社及び子法人等 5社

会社名
株式会社　とちぎんビジネスサービス
株式会社　とちぎん集中事務センター
株式会社　とちぎんカード・サービス
株式会社　とちぎんリーシング
とちぎんＴＴ証券　株式会社

② 非連結の子会社及び子法人等 4社
会社名

株式会社　とちぎんキャピタル＆コンサルティング
とちぎ地域活性化投資事業有限責任組合
とちぎん農業法人投資事業有限責任組合
とちぎん農業法人2号投資事業有限責任組合

持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。
② 持分法適用の関連法人等

該当ありません。
③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 4社

会社名
株式会社　とちぎんキャピタル＆コンサルティング
とちぎ地域活性化投資事業有限責任組合
とちぎん農業法人投資事業有限責任組合
とちぎん農業法人2号投資事業有限責任組合

④ 持分法非適用の関連法人等
該当ありません。

連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

3月末日 5社

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第2条第8項及び銀行法施行令第4条の2に基づいております。

連 結 注 記 表

　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金
（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除い
ても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連
結の範囲から除外しております。

　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持
分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持
分法の対象から除いております。
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２．会計方針に関する事項
商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
有価証券の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く）

また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物  6年～50年
その他  4年～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）

③リース資産

貸倒引当金の計上基準

破綻先 ：
実質破綻先 ：
破綻懸念先 ：

要管理先 ：

要注意先 ：

正常先 ：

賞与引当金の計上基準

役員賞与引当金の計上基準

役員退職慰労引当金の計上基準

　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連
結会計年度に帰属する額を計上しております。

　役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社において役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に
対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上して
おります。

業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者

　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。)並
びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定
額法により償却しております。

　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並
びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。

 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次の
とおり計上しております。

破産、特別清算等、法的又は形式的に経営破綻の事実が発生している債務者

貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調ないし不安定または財務内容に
問題があるなど、今後の管理に注意を要する債務者

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非
適用の非連結子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価
法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価
法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契
約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ
る債務者

破綻先と実質的に同等の状況にある債務者

　正常先に対する債権については主として今後１年間の予想損失額を見込んで計上しております。ま
た、要管理先に対する債権については主として今後３年間の、その他の要注意先に対する債権について
は主として今後１年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は１年間又は３年間の貸
倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見
込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して、３年間の貸倒実績を基礎
とした貸倒実績率の一定期間における平均値に基づき決定した予想損失率を乗じて計上しております。
なお、大口の破綻懸念先に対する債権については、債務者ごとの回収可能性を見積り、予想損失率に基
づき算定した貸倒引当金に対して必要と認められる追加的な引当額を計上しております。破綻先に対す
る債権及び実質破綻先に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込
額及び保証による回収可能見込額を控除し、残額を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定
を実施しております。
  連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して
必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額をそれぞれ計上しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び
保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して
おり、その金額は3,505百万円であります。

　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連
結会計年度に帰属する額を計上しております。

要注意先のうち債権の全部または一部が要管理債権（貸出条件緩和債権及び三月以
上延滞債権）である債務者
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睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

偶発損失引当金の計上基準

特別法上の引当金の計上基準

退職給付に係る会計処理の方法

過去勤務費用   　　　　　　　　　　　　　　：

：

重要な収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益の計上基準

ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による
定額法により損益処理

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として
10年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損
益処理

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次
のとおりであります。

顧客との契約から生じる収益については、以下の５ステップに基づき収益を認識しております。

　顧客との契約から生じる収益のうち、投資信託の販売に係る手数料収入等については、財又はサービ
スの提供完了時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。また、カード年会
費収入等、サービス提供期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益
を認識しております。
　なお、これらの収益には重大な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。

　睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者からの払戻請求に基づく払戻損失
に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

　特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券又は
デリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結される子会社及び子法人等が金融商品取引業等に
関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。

　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金見込額を計上してお
ります。

　当行及び連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額
を付しております。

　ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用については、契約に基づきリース料を収受する日に、受
取リース料をリース収益として計上し、元本回収相当額（受取リース料から利息相当額等を差し引いた
額）を売上原価として計上しております。

　なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　ただし、当行の嘱託・臨時従業員への退職給付については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま
す。
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(会計方針の変更)
（収益認識に関する会計基準等の適用）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

（重要な会計上の見積り）
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりです。

当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
貸倒引当金 11,876百万円

識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　これにより、従来、対価の受領時点を基準に収益を認識していた一部の手数料等（主として役務取引等収
益に計上）については、顧客との契約における財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足
した時点で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結
会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が248百万円減少し、その他負債が319百万円、繰延税金資
産が70百万円それぞれ増加しております。また、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響は軽微であり
ます。

（貸倒引当金）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これにより、従来、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められ、債務保証に準じて処理していたクレジット・デリバティブについて時価評価を
行っておりますが、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響は軽微であります。

②主要な仮定及び翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
  債務者区分は、貸出先の財務情報等をもとに定例及び随時の見直しを行っておりますが、業績不振や財
務的な困難に直面している貸出先の債務者区分は、貸出先の経営改善計画の合理性及び実現可能性につい
ての判断に依存している場合があります。
　経営改善計画の合理性及び実現可能性の判断の前提となる貸出先を取り巻く経営環境等の変化により、
翌連結会計年度において貸倒引当金は増減する可能性があります。
　従来、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）（以下、当該感染症という）の感染拡大に伴う経済への
影響は、当該感染症のワクチン接種や治療薬の普及が進むなか、感染拡大状況の緩やかな収束と、経済の
緩やかな回復の想定時期を当連結会計年度末と想定しておりました。
　当連結会計年度末においても、新たな変異株の発生による感染再拡大の懸念は依然続いており、翌連結
会計年度においてもワクチン接種等の効果による感染縮小と、変異株の発生による感染再拡大の傾向は当
面続くものと想定しておりますが、医療体制の充実と重傷者・死者の減少傾向とともに、経済的な影響は
縮小していくものと想定しております。
　ただし、一部の業種において、貸出先の財務内容の悪化が一定期間継続するものと想定しており、その
想定の範囲内で貸出金等の信用リスクに影響があるとの仮定に基づいて、債務者区分を決定し貸倒引当金
を計上しております。
　また、当該感染症の感染拡大に伴う影響により、特定の貸出先において、将来の財務状況に重要な影響
を及ぼす可能性が認められることから、当該影響を見積り、予想損失率の必要な修正を行い、当連結会計
年度末において貸倒引当金を2,001百万円計上しております。これらの見積りの前提となる状況が変化した
場合には、翌連結会計年度末において貸倒引当金は増減する可能性があります。
　なお、当該感染症の広がり方や収束時期、特定の貸出先に対する影響等に関しては、参考となる前例や
統一的な見解がないため、一定の仮定を置いたうえで、入手可能な外部及び内部情報に基づき最善の見積
りを行っております。

①算出方法
　当行グループは、債務者の財務情報や入手可能な外部情報等に基づき、債務者ごとにその債務者区分
（正常先、要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先）を決定し、「2.会計方針に関する事
項」の「(5)貸倒引当金の計上基準」に記載した算出方法により貸倒引当金を計上しております。
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３．会計方針の変更注記事項
（連結貸借対照表関係）

関係会社の株式(及び出資金)総額(連結子会社及び連結子法人等の株式（及び出資金）を除く）172百万円

　銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 百万円
危険債権額 百万円
要管理債権額 百万円
　三月以上延滞債権額 百万円
　貸出条件緩和債権額 百万円
小計額 百万円
正常債権額 百万円
合計額 百万円

担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

預け金 百万円
有価証券 百万円
貸出金 百万円
その他資産 百万円

担保資産に対応する債務
預金 百万円
借用金 百万円

　また、その他資産には、保証金736百万円が含まれております。

債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部につい
て保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による
ものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘
定に計上されるものであります。

　無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）等により借り入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保
という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券であり、（再）担保に差し入れている有価証券は
1,299百万円であります。

　上記のほか、為替決済及び信用取引等の取引の担保としてその他資産14,057百万円、手形交換所差入保
証金としてその他資産3百万円を差し入れております。

　手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認
会計士協会業種別委員会実務指針第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入
れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有してお
りますが、その額面金額は4,342百万円であります。

　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、381,318百万円であります。このうち契約残存期
間が1年以内のものが340,797百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは
ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき
は、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額
をすることができる旨の条項が付けられております。
　また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め
定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を
講じております。

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事
由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に
従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ず
る債権に該当しないものであります。
  三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破
産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
  貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払
猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及び
これらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
  正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれら
に準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であり
ます。
  なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（表示方法の変更）
　「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年１月24日内閣府令第３号）が2022年３月31
日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措
置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。
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再評価を行った年月日　
1999年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

有形固定資産の減価償却累計額　 百万円
有形固定資産の圧縮記帳額　 百万円

（連結損益計算書関係)

減損損失
当行グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。
（グルーピングの方法）

（減損損失を認識した資産または資産グループ）

百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円

（減損損失の認識に至った経緯）

（回収可能価額）

　店舗統廃合等及び保養所の売却方針の決定、また営業キャッシュ・フローの低下により、帳簿価額
を回収可能額まで減額し当該減少額1,135百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

栃木県内
減損損失地域

　回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、路線価等を基準に土地
の形状等に応じた価額の調整を行い評価した額又は不動産鑑定評価基準に準じた方法により算出した
評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。

－
茨城県内 営業用店舗1ヵ所

合計

東京都内 営業用店舗1ヵ所

営業用店舗2ヵ所

土地・建物
土地・建物

営業用店舗1ヵ所

土地・建物
群馬県内
埼玉県内

営業用店舗3ヵ所、保養所2ヵ所

　営業用店舗は原則として営業店単位で、遊休資産は各々個別に1単位としてグルーピングを行ってお
ります。また、本部、研修所、寮社宅、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出
さないことから共用資産としております。

　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証
債務の額は20,697百万円であります。

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める「地価税
法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定
めて公表した方法により算定した価額」に奥行価格補正及び時点修正等合理的な調整を行って算出して
おります。

　「その他の経常収益」には、株式等売却益1,367百万円を含んでおります。
  「その他の経常費用」には、貸出金償却586百万円、株式等売却損588百万円、株式等償却128百万円を
含んでおります。

　土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価
を行い、評価差額については、当該評価差額のうち評価差益に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金
負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し
ております。

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事
業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　　5,270百万円

土地・建物

種類

－

土地・建物・その他の無形固定資産
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（連結株主資本等変動計算書関係）
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

発行済株式
普通株式
合計

自己株式
普通株式 (注)1,2
合計

(注)

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

配当に関する事項
当連結会計年度中の配当金支払額

―

当連結会計年度

―

当連結会計年度
期首株式数

―

当連結会計年度 当連結会計年度

―

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会
計年度
期首

当連結会
計年度末

摘要

摘要当連結会
計年度
増加

新株予約権
の内訳

末株式数増加株式数 減少株式数

2021年6月30日2.5円

2021年12月10日

自己株式のうち普通株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取0千株によるものであります。

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

―

ストック・
オプション
としての新
株予約権

260百万円
定時株主総会

株式の種類
1株当たり
配当額

2.5円 2021年9月30日

―

配当金の総額

2022年6月29日

2021年6月29日

261百万円
2021年11月10日

普通株式

当連結会
計年度
減少

基準日 効力発生日

当行

合計

普通株式 2021年3月31日

522百万円

1株当た
り配当額

配当の
原資

基準日 効力発生日

区分

合計

(決議)

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となる
もの

313百万円 3.0円普通株式 2022年6月30日2022年3月31日
定時株主総会

(決議予定) 株式の種類
配当金の

総額

利益剰余金

取締役会

普通株式の株式数の減少78千株は、新株予約権の権利行使による減少であります。
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（金融商品関係）
金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取組方針

金融商品の内容及びそのリスク

金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

これらの信用リスク管理の状況については、随時、監査部がチェックしております。
②市場リスクの管理

③資金調達に係る流動性リスクの管理

　当行並びに連結される子会社及び子法人等（以下「当行グループ」という）は、銀行業務を中心に
事業を行っております。これら業務を行うため、主な営業基盤である栃木県内を中心とした個人預金
及び法人預金等によって資金調達を行っております。より多くのお客様から預金をお預かりし、預金
の小口分散化を進めることによる安定した資金調達を基本方針としております。
　資金運用については、地域経済の発展と豊かな社会作りのため、住宅ローンを中心として個人ロー
ンや地元中小企業及び個人事業主等の育成・支援という地域金融機関としての公共的使命のもと、お
客様の幅広い資金ニーズに対応した融資により行っております。徹底したリテール戦略による底辺拡
大を行い、将来にわたる融資基盤造りを行うことを基本方針としております。有価証券運用について
は、国債・政府保証債・公共債のほか投資信託等も含め、安定運用を基本スタンスとした運用を行っ
ております。

　当行グループが保有する金融資産は、主として国内の個人、事業先に対する貸付金であり、信用供
与先の財務内容の悪化等により債務履行能力に問題が生じ、資産の価値が減少ないし消滅する信用リ
スクに晒されております。また、一部の連結子会社においては、国内の法人向けにリース債権を保有
しており、これについても信用リスクに晒されております。
　有価証券は、債券を中心として株式、投資信託等を純投資目的、満期保有目的及び事業推進目的で
保有しているほか、商品有価証券については、売買目的で保有しています。これらは、それぞれ発行
体の信用リスク及び金利や市場価格の変動により資産の価値が変動し損失を蒙るリスクに晒されてお
ります。また、外国為替取引に伴う外貨建ての資産については、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
　デリバティブ取引は、外国為替取引にかかる為替先物予約取引を行っており、為替の変動リスクに
晒されております。また、貸出金の信用リスクを削減するために、クレジット・デリバティブ取引を
行っております。

　資金調達にかかる流動性リスクについては、資金運用部が、資金繰り表を作成・更新したうえ、リ
スク管理室に報告しているほか、｢危機管理計画｣により、平常時、注視時、懸念時、危機時の流動性
準備額を定め、これを上回る流動性資産を保有していることを常時管理しております。

　また、有価証券の発行体の信用リスクについては、資金運用部が、定期的に外部格付等の信用情報
や時価の把握を行うことで管理しております。
　さらに、リスク管理室が、業種集中や大口集中等のモニタリングを定期的に行って信用リスクの分
散を図り、モニタリングの結果は定期的に取締役会、ＡＬＭ委員会に報告しております。

　当行グループでは、「リスク管理基本規程」及び「市場リスク管理規程」に基づき、市場リスクを
適切にコントロールするために、当行の体力に見合った市場リスクの限度額を定めており、資金運用
部等の業務執行部門において、市場リスク量が限度枠内に収まるように市場取引等の運用を行ってい
るほか、リスク管理室が、当行全体の金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等を統括的にモニタ
リングして限度額の遵守状況等を監視し、その結果を定期的に取締役会、ＡＬＭ委員会に報告してお
ります。

　また、有価証券については、市場運用委員会を通じてリスクガバナンスの強化を図るとともに、適
正なリスクテイク方針のもとでの安定収益の持続的な確保を目指した運用を行っております。さら
に、当行の体力を勘案した保有限度額、評価損失絶対額及び損失限度額を定め、リスク管理室が日次
で遵守状況をモニタリングしており、これに抵触した場合は、臨時の市場運用委員会を開催して対応
を協議するなど、市場リスクに対する管理体制を整備しております。
　外貨建ての資産については、「外国為替取引管理規程」において、資金ポジションの限度額を定め
ており、実需に応じてカバー取引を行っております。

　負債である預金については、一定の環境の下で支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リ
スクに晒されております。

　当行グループは、「リスク管理基本規程」及び「信用リスク管理規程」の他、信用リスクに関する
諸規程に基づき、審査部、個人ローン審査室が個別債務者・案件に対し、与信審査、与信限度額の設
定、与信情報管理、保証や担保の設定を管理し、資産査定室が内部格付等の審査・管理を行うこと
で、個別債務者の信用リスクを管理するとともに、管理部と連携して問題債権への対応を行う体制を
整備し、随時、取締役会、経営会議にて審議、報告を行っております。
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④市場リスクにかかる定量的情報

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2．金融商品の時価等に関する事項

（単位：百万円）

(1)有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券

(2)貸出金
貸倒引当金（＊）

資産計
(1)預金
(2)譲渡性預金
(3)借用金
負債計

(＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(注1）

(単位：百万円）

非上場株式(＊1）(＊2）
組合出資金(＊3）

(＊1)

(＊2) 当連結会計年度において、非上場株式について減損処理は行っておりません。
(＊3)

　ⅤａＲの算定にあたっては、分散共分散法（信頼区間99％、観測期間240営業日）を採用しておりま
す。算定に使用している保有期間は商品区分により異なっており、「有価証券」のうち政策投資株式
は180日、「貸出金」及び「有価証券」のうちの仕組貸出及び仕組債は90日、それ以外の金融商品につ
いては62.5日としております。なお、非上場株式については簿価を時価とみなし、時価がＴＯＰＩＸ
に連動するものと仮定して算定しております。

　なお、当行グループでは、「有価証券」について、リスク計測モデルが算出する日々のＶａＲの値
と実際の損益を比較し、損失がＶａＲを上回った回数によりモデルの有効性を検証するバックテス
ティングを定期的に実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉してい
るものと考えております。但し、ＶａＲは過去の相場変動をベースとして統計的に算出した一定の発
生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下にお
けるリスクは捕捉できない場合があります。

　金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。

　当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスク、価格変動リスク等の影響を受ける主
たる金融商品は、「貸出金」、「有価証券」、「預金」であります。当行グループでは、これらを含
む原則全ての金融商品について、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管
理にＶａＲを利用しております。

　2022年3月31日（連結決算日）現在で、当行グループの市場リスク量（損失の推計値）は、全体で
18,050百万円であります。

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式については「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準第19号
2020年3月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

組合出資金については「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
31号 2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情
報の「その他有価証券」には含まれておりません。

△ 1

△ 11,440
△ 1,437
△ 1,437

　2022年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金
預け金、コールローン及び外国為替(資産・負債)は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ことから、注記を省略しております。
　連結貸借対照表における重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

連結貸借
時価 差額

対照表計上額
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（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：百万円）

有価証券
満期保有目的の債券

うち国債
地方債
社債
その他

その他有価証券のうち
満期があるもの

うち国債
地方債
社債
その他

貸出金（＊）

（＊）

（注3）有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：百万円）

預金（＊）
譲渡性預金
借用金

（＊）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年3月31日）
(単位：百万円）

　その他有価証券
国債・地方債等
社債
株式
その他

－

－
－

合計

－

貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない43,120
百万円、期間の定めのないもの106,999百万円は含めておりません。

3年超
5年以内

1年以内

－

－

－

－

－

－

3年超
5年以内

1年以内
7年超

10年以内
5年超

7年以内
1年超

3年以内

－

－

－

10年超

－
－

－
－ －

－

－
－

－
－

－ －－

合計

資産計

（＊）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。連結貸借
対照表における当該投資信託等の金額は240,719百万円であります。

時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合は、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

レベル３の時価：

レベル２の時価： 観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

レベル2 レベル3 合計レベル1

1年超
3年以内

－

－
－

－

－

－
－

　金融商品の時価を、算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

－

－－
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2022年3月31日）
(単位：百万円）

　売買目的有価証券有価証券
満期保有目的の債券

国債・地方債等
社債
株式
その他

　貸出金

預金
譲渡性預金
借用金

(注1） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に関するインプットの説明
資産
有価証券

貸出金

負債計

　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額
等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上
額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものに
ついては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、
帳簿価額を時価としております。
　また、時価の算出にあたっては、観察できないインプットによる影響が重要であるため、レベル３の時
価に分類しております。

資産計

　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類し
ております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
　公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主
に、地方債、社債がこれに含まれます。
　相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて
時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットに
は、日本円OIS、スワップレート、倒産確率、倒産時損失率が含まれます。算定に当たり重要な観察できな
いインプットを用いている場合には、レベル3に分類しております。
　なお、私募債は、元利金等を信用リスク等のリスク要因を織り込んだ割引率で割り引いて時価を算定し
ており、当該割引率における重要なインプットが観測不能であることから、レベル3の時価に分類しており
ます。

　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市
場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。約定期間が短期間（1年
以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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負債
預金、及び譲渡性預金

借用金

(注2） 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
（1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2022年3月31日）

（2）期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2022年3月31日）
(単位：百万円）

有価証券
   その他有価証券
　　　私募債

(＊1) 連結損益計算書の「有価証券利息配当金」に含まれております。
(＊2)

（3）時価の評価プロセスの説明

（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響の説明

連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれてお
ります。

　当行グループは、時価算定を行う市場部門を中心に時価の算定に関する方針及び手続きを定めておりま
す。これに沿って、市場部門のバックオフィス等が時価を算定しております。算定された時価はバックオ
フィス等で、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切
性を検証しております。検証結果はリスク管理部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適正
性が確保されております。
　時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用
いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法
及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証してお
ります。

　私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率であります。倒産確率
は、実績値の過去平均を基準として線形性を考慮した補正を行っております。一般に、倒産確率の著しい
上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。

損益に
計上

（＊１）

その他の
包括利益
に計上
（＊2）

△ 213

レベル３
の時価か
らの振替

期末残高

当期の損益
に計上した
額のうち連
結貸借対照
表日におい
て保有する
金融資産及
び金融負債
の評価損益

購入、売
却、発行
及び決済
の純額

当期の損益又はそ
の他の包括利益

倒産確率
　　その他有価証券

レベル３
の時価へ
の振替

有価証券

私募債 割引現在価値法 0.030％-7.143％ 0.1967％

区分 評価技法
重要な観察でき
ないインプット

インプットの範囲
インプットの

加重平均

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしておりま
す。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを
割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、市場金利に流動性リスクやマーケット動向等を
反映させた割引率を用いております。なお、預入期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル3の時価に分類しておりま
す。

期首残高

  借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行グループの信用状態は
実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額
を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額
を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて現在価値を算定しております。
　なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としており、時価の算出に当たっては、割引率等における観察できないインプットによる影響が
重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。

売買目的有価証券（2022年3月31日現在)

満期保有目的の債券（2022年3月31日現在)
該当事項はありません。

その他有価証券（2022年3月31日現在)

株式
債券

国債
地方債
社債

その他
外国証券
その他の証券

株式
債券

国債
地方債
社債

その他
外国証券
その他の証券

保有目的を変更した有価証券

当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

減損処理を行った有価証券

当連結会計年度における減損処理額は、128百万円（うち、株式128百万円）であります。

売却損の合計額売却益の合計額
（百万円)（百万円)

△ 11,332

－

　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券
の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められな
いものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度
の損失として処理(以下、｢減損処理｣という。)しております。

合計

－

売買目的有価証券

　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について当連結会計年度末
日における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合、また、30％以上50％未満下落した銘柄につい
ては、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断しております。なお、資産の自己査定に
おける有価証券の発行会社が破綻懸念先以下の場合には時価が取得原価に比べ下落した有価証券について
減損処理を実施しております。

（百万円)

△ 729

－

△ 444

差額取得原価

（百万円）

小計

当連結会計年度の損益に

△0

（百万円）
計上額

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

（百万円）

売却額

△ 8

合計

該当ありません。

－－

△ 1,255

含まれた評価差額(百万円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

小計 △ 17,647

△ 11,340

△ 3,877

連結貸借対照表
種類

△ 15,429

△ 5,577
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（金銭の信託関係）
　その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)（2022年3月31日現在)

(注)

(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　（単位：百万円）

経常収益
　うち　資金運用収益
　うち　役務取引等収益

　うち　その他業務収益

　うち　その他経常収益

（注）

※１

※２

※３

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

※３　その他

償却債権取立益
株式等売却益

※２ 商品有価証券売買益

当連結会計年度
（自2021年4月1日

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「2.会計方針に関する事項（13）重
要な収益及び費用の計上基準」に記載しているため、省略しております。

金融商品取引業務に係る収益は、とちぎんＴＴ証券株式会社の「金融商品取引業」から発生してお
ります。

その他の収益は、株式会社とちぎんリーシングの「リース業」及び株式会社とちぎんカード・サー
ビスの「カード業」から発生しております。

貸倒引当金戻入益

　上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
　なお、以下の※１から※３の連結される子会社及び子法人等の収益以外は、主として当行グルー
プの銀行業務から発生した収益であります。

その他

※１　金融商品取引業務
その他(投資信託関連手数料等）

証券関連業務
代理業務

区分
　至2022年3月31日）

(百万円) (百万円)

－

うち連結貸借対
照表計上額が
取得原価を
超えるもの

(百万円)

預金・貸出業務
為替業務

差額

(百万円）

取得原価

(百万円)

うち連結貸借対
照表計上額が
取得原価を

超えないもの

－

　「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

その他の金銭の
信託

連結貸借対照表
計上額

－

商品有価証券売買益は、主にとちぎんＴＴ証券株式会社の「金融商品取引業」から発生しておりま
す。
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(1) 契約負債の残高等
　（単位：百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高）
顧客との契約から生じた債権（期末残高）
契約負債（期首残高）
契約負債（期末残高）

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　（単位：百万円）

2027年３月期

　当行及び連結される子会社及び子法人等では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の
便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履
行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

2023年３月期

当連結会計年度
（自2021年4月1日
至2022年3月31日）

　過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に
重要性はありません。

2028年３月期
合計

2024年３月期
2025年３月期
2026年３月期

　契約負債は、主に、貸金庫手数料、私募債の期中事務管理手数料及びカード年会費に関する前受
収益であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、245
百万円であります。

当連結会計年度

至2022年3月31日）
（自2021年4月1日

当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
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（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額　　 円 銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額　　 円 銭
潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額　　 円 銭

（ストック・オプション等関係）
ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名は次のとおりであります。
営業経費 百万円

ストック・オプションの規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容

当行取締役 名 当行取締役 名 当行取締役 名

付与日

2012年7月18日～ 2013年7月18日～ 2014年7月16日～
2042年7月17日 2043年7月17日 2044年7月15日

当行取締役 名 当行取締役 名 当行取締役 名

付与日

2015年7月15日～ 2016年7月16日～ 2017年7月15日～
2045年7月14日 2046年7月15日 2047年7月14日

当行取締役 名 当行取締役 名 当行取締役 名

付与日

2018年7月14日～ 2019年7月13日～ 2020年7月14日～
2048年7月13日 2049年7月12日 2050年7月13日

当行取締役 名

付与日

2021年7月15日～
2051年7月14日

(注)株式数に換算して記載しております。

株式の種類別のストッ
ク・オプションの付与数
（注）

2014年7月15日

対象勤務期間は定め
ていない。

2015年7月14日

普通株式 株 普通株式

2021年7月14日

株普通株式

対象勤務期間
対象勤務期間は定め
ていない。

権利確定条件
権利確定条件は定め
ていない。

権利行使期間

株式会社栃木銀行
第1回新株予約権

株式会社栃木銀行
第2回新株予約権

株式会社栃木銀行
第3回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

株式の種類別のストッ
ク・オプションの付与数
（注）

株

権利確定条件は定め
ていない。

普通株式 株

権利確定条件
権利確定条件は定め
ていない。

権利確定条件は定め
ていない。

2012年7月17日 2013年7月17日

対象勤務期間は定め
ていない。

権利行使期間

株式会社栃木銀行
第4回新株予約権

株式会社栃木銀行
第5回新株予約権

株式会社栃木銀行
第6回新株予約権

株 普通株式

対象勤務期間
対象勤務期間は定め
ていない。

2016年7月15日 2017年7月14日

付与対象者の区分及び人数

株式の種類別のストッ
ク・オプションの付与数
（注）

普通株式 株 普通株式 株

対象勤務期間
対象勤務期間は定め
ていない。

対象勤務期間は定め
ていない。

対象勤務期間は定め
ていない。

権利確定条件
権利確定条件は定め
ていない。

権利確定条件は定め
ていない。

権利確定条件は定め
ていない。

付与対象者の区分及び人数

権利行使期間

株式会社栃木銀行
第7回新株予約権

株式会社栃木銀行
第8回新株予約権

株式会社栃木銀行
第9回新株予約権

2018年7月13日 2019年7月12日 2020年7月13日

株式の種類別のストッ
ク・オプションの付与数
（注）

普通株式 株 普通株式 株 普通株式 株

対象勤務期間
対象勤務期間は定め
ていない。

対象勤務期間は定め
ていない。

対象勤務期間は定め
ていない。

権利確定条件
権利確定条件は定め
ていない。

権利確定条件は定め
ていない。

権利確定条件は定め
ていない。

付与対象者の区分及び人数

権利行使期間

株式会社栃木銀行
第10回新株予約権
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(2)ストック・オプションの規模及びその変動

①ストック・オプションの数

権利確定前
期首 株 株 株
付与 ― ― ―
失効 ― ― ―
権利確定 ― 株 株
未確定残 株 株 株

権利確定後
期首 ― ― ―
権利確定 ― 株 株
権利行使 ― 株 株
失効 ― ― ―
未行使残 ― ― ―

権利確定前
期首 株 株 株
付与 ― ― ―
失効 ― ― ―
権利確定 株 株 株
未確定残 株 株 株

権利確定後
期首 ― ― ―
権利確定 株 株 株
権利行使 株 株 株
失効 ― ― ―
未行使残 ― ― ―

権利確定前
期首 株 株 株
付与 ― ― ―
失効 ― ― ―
権利確定 株 株 株
未確定残 株 株 株

権利確定後
期首 ― ― ―
権利確定 株 株 株
権利行使 株 株 株
失効 ― ― ―
未行使残 ― ― ―

権利確定前
期首 ―
付与 株
失効 ―
権利確定 ―
未確定残 株

権利確定後
期首 ―
権利確定 ―
権利行使 ―
失効 ―
未行使残 ―

株式会社栃木銀行
第3回新株予約権

　当連結会計年度（2022年3月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ
ションの数については、株式数に換算して記載しております。

株式会社栃木銀行
第1回新株予約権

株式会社栃木銀行
第2回新株予約権

株式会社栃木銀行
第4回新株予約権

株式会社栃木銀行
第5回新株予約権

株式会社栃木銀行
第6回新株予約権

株式会社栃木銀行
第7回新株予約権

株式会社栃木銀行
第8回新株予約権

株式会社栃木銀行
第9回新株予約権

株式会社栃木銀行
第10回新株予約権
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②単価情報

権利行使価格 円 円 円
行使時平均株価 ― ― ―

権利行使価格 円 円 円
行使時平均株価 ― ― ―

権利行使価格 円 円 円
行使時平均株価 ― ― ―

権利行使価格 円
行使時平均株価 ―

(注) 1株当たりに換算して記載しております。

ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1)使用した評価技法　ブラック・ショールズ・モデル式
(2)主な基礎数値及び見積方法

株式会社栃木銀行第10回新株予約権
株価変動性 （注） ％
予想残存期間 （注） 年
予想配当 （注） /株
無リスク利子率 （注） ％

(注）　　　
当行株価より算出したヒストリカル・ボラティリティを採用しております。

4　予想残存期間に対応する日本国債の利回りを採用しております。

ストック・オプションの権利確定数の見積方法

株式会社栃木銀行
第1回新株予約権

株式会社栃木銀行
第2回新株予約権

株式会社栃木銀行
第3回新株予約権

円 円

株式会社栃木銀行
第4回新株予約権

株式会社栃木銀行
第5回新株予約権

株式会社栃木銀行
第6回新株予約権

円

円

株式会社栃木銀行
第7回新株予約権

株式会社栃木銀行
第8回新株予約権

株式会社栃木銀行
第9回新株予約権

円

株式会社栃木銀行
第10回新株予約権

付与日における公正な評
価単価

円

円
付与日における公正な評
価単価

円

付与日における公正な評
価単価

円 円

付与日における公正な評
価単価

2　当行取締役の任期に基づき見積っております。

1　割当日前営業日（2021年7月13日）から予想残存期間（2.01年）に相当する過去104週分の

5.0円

3　2021年3月期の配当実績によっております。

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採
用しております。

　当連結会計年度において付与された株式会社栃木銀行第10回新株予約権についての公正な評価単価の見
積方法は以下のとおりであります。

△ 0.132
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